
固定資産税経験５年以上の職員
を1/3以上とする所得税還付等
調査委員会の再発防止策を満た
していない。
知識や経験が不足しているた
め、土地評価や家屋評価の確認
に支障が出ている。

固定資産税担当職員の人事異動サイクルを
原則５年以上とし、常時５年以上の経験者
を1/3以上在籍させる。やむを得ず経験年数
５年未満の職員を異動させる場合は、税務
課長と十分協議する。
令和６年度以降人事異動サイクルを調整して
令和10年度以降に実現させる。
達成状況について、副市長、総務部長が毎
年２月末までに確認し、実現できるよう責
任を持って対応する。

最優先

令和7年4月1日人事異動後
 税務課固定資産税係員経験年数
    3年 1名
    1年 2名
    0年 3名
 固定資産税調査室経験年数
   19年 1名
    7年 1名
    2年 1名

継続

 昨年度末に
2年目の職員
が退職したこ
とにより経験
者数が減少し
た。

業務量に見合った人員が配置さ
れていないため、複数人による
入力確認が行われていない業務
がある。また、研修受講も不足
し、時間外勤務も多い状態が続
いている。

毎年税務課長が提出する業務量に応じた人
員を配置する。達成状況について、副市
長、総務部長が毎年２月末までに確認し、
実現に向けて税務課長と十分協議する。

最優先
令和7年度税務課固定資産税係人員
 正職員 6名(+2名)
 会計年度任用職員1名(増減なし)

継続

人事異動によ
り1名増
税務課の課内
異動により1
名増

人事異動時の引継ぎが不足して
いる。

仙北市の事務引継書の様式にある「引継ぎ
事項（事務項目、経過と状況、処理方針・
意見・その他）」に加えて、未処理事項
（地番や所有者まで記載）、将来取組が必
要な課題も記載することとし、修正済みの
事務処理マニュアルを添付して後任者、係
長、課長に組織的に引き継ぐ。

最優先
昨年度末に退職する職員から、係長を含
めた固定資産税係全員が引継ぎを受け、
その報告を課長が受けた。

継続

土地異動、土地評価替え、土地実地調査の
マニュアル作成

最優先 着手済みで年度内完成を目指す。

家屋異動、家屋評価、家屋評価替え、家屋
実地調査のマニュアル作成

最優先 着手済みで年度内完成を目指す。

償却資産異動処理、償却資産実地調査のマ
ニュアル作成

最優先 着手済みで年度内完成を目指す。

現所有処理、共有異動処理のマニュアル作
成 

最優先 着手済みで年度内完成を目指す。

過年度更正処理のマニュアル作成 最優先 着手済みで年度内完成を目指す。

研
修

固定資産税の課税誤りの再発防
止のために、個々の担当職員が
今回の議会報告資料を理解し、
研修受講・実地調査・マニュア
ル整備・入力確認の重要性等を
認識する必要がある。

初任者研修の一環として、今回の議会報告
資料を説明し、研修受講・実地調査・マ
ニュアル整備・入力確認の重要性等を説明
する。
併せて平成２３年の所得税還付等調査委員
会の報告書や平成２５年の非木造家屋の課
税誤りの経緯報告書も説明する。

優先

課税誤りについての説明
４月８日実施
所得税還付等調査委員会の報告書の
説明 10月30日実施
非木造家屋の課税誤りの経緯報告書
の説明 10月30日実施

継続

令和7年度 固定資産税課税誤り再発防止策の実施状況
2025年12月16日

分類 現状・課税誤り事例 再発防止策 優先度 実施状況等 評価
副市長・総務部長による
指示、アドバイス

備 考 委員からの指摘・意見等 市回答

人
事
体
制

マ
ニ
ュ
ア
ル

作
成

業務マニュアルが不足している
ため職員が異動した場合に、事
務処理方法が正確に引き継がれ
ていない。
また、初任者向けの研修が不足
しており職員の知識習得に支障
をきたしている。

進捗
管理
の強
化

 課・係内で打ち合わせの
上、方向性を合わせながら取
り組んでほしい。
 日程を決め定期的に30分程
度の係内打ち合わせを行い作
成状況の進捗管理を行うこ
と。
 また、ＡＩを活用したマ
ニュアル作成を行うことによ
り内容が整ったマニュアルに
なることも考えられるので是
非活用して欲しい。
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令和7年度 固定資産税課税誤り再発防止策の実施状況
2025年12月16日

分類 現状・課税誤り事例 再発防止策 優先度 実施状況等 評価
副市長・総務部長による
指示、アドバイス

備 考 委員からの指摘・意見等 市回答

知識習得の機会が不足してい
る。

東京税務協会Web講義、GIS操作研修会、家
屋評価システム研修会等を受講する。

最優先

資産評価システム研究センターのオンラ
イン研修（東京税務協会Web講義の代
替）       9月19日～12月5日に
4回実施
GIS操作研修                            
6月13日実施
家屋評価システム研修会                   
8月6日実施
木造家屋評価ワークショップ（仙台） 
受講 7月24、25日
秋田県主催税務研修「固定資産税」
受講 7月25日

継続

担当職員が判断に苦慮している
事項や法令解釈等について、
個々に対応しており担当職員間
の情報共有が不足している。

毎月定例で、困難事案や気になっている事
案等の解決に向け組織的に協議を行い決断
をする会議を設ける。それぞれのスキル
アップにもつながり係内の連携強化にもつ
ながる。

最優先

5月2日  土地評価替えについて
6月24日 土地の実地調査の手順、調査
票について
8月6日  家屋評価について
9月19日 家屋滅失後の地目認定につい
て
12月3日 入力チェックについて

継続

10月10日 県南四市税務担当者会議参加 継続

秋田県税務課に要望させていただいた。 継続

実施状況等の登記済通知書処理スケジュールで実務的に実
行可能か。

実際の税務システムでの当初賦課を来年の３月15日頃に行
う。記載どおりのスケジュールの運用で可能と考えてい
る。昨年と同じスケジュールではあるが、昨年進捗が遅
れ、当初賦課に入力が追いつかない現状があった。そこ
で、早めに入力を終えるため、今回のスケジュールとなっ
ている。

例年３月中旬の当初賦課までに入力処理が完了していた
か。おそらく３月末まで入力していたと推測されるがどう
か。

完了していなかった。どうしても税務システムの運用上、
当初賦課処理が３月中旬となっているため、入力が完了し
なかった分については当初納税通知書の発送時まで、差し
替えで対応していた。

担当職員の時間外勤務時間が増えている現状があり、さら
に確定申告業務もあるため期限までに無理の無いタイムス
ケジュールを検討するべき。また、職員の負担が増えると
ミスが増える可能性が高くなる。そのため、確定申告業務
へ携わる人員を減らし、固定資産税係の業務に集中するべ
きではないか。

期限までに無理の無いスケジュール作成と、固定資産税業
務の対応人員調整を行う。

来年２月に庁舎移転があるのでその対応を考慮した業務ス
ケジュールか。

詳細なスケジュールについては、今答えることはできない
が、今後、庁舎移転を踏まえたスケジュールの作成を考え
ている。

このスケジュールどおりの完了や、正確な課税処理のため
人員を増員して対応することが必要ではないか。

なるべくそのように対応したい。

初めに全体的に進捗が遅れているとのことだったが、豪雨
災害や交付税検査が無かったとすれば、概ね当初のスケ
ジュールどおり進捗していたか。

多少遅れる業務があるかもしれないが概ね順調に進捗して
いたと考えられる。

今後１月から３月に業務が集中してくる中で登記連携シス
テムを導入すれば、どれだけ業務効率化になるのか。

いくらかは、効率化されるものと考えている。だが、税務
システムの課税台帳との登記簿照合(データクレンジング)
の結果によっては、不突合データ修正に係る業務が増とな
る可能性がある。

業務効率化や職員の負担軽減に資するため電子化を推進し
ていただきたい。

了解した。

研
修

近隣市町村で評価の均衡化や課
題について協議する場が不足し
ている。

県内市町村で固定資産税についての課題や
疑問について、気軽に協議できる場を設置
する。（定期的な協議会の開催、ブログ、
電子メールグループ、県税務課へのQ&Aの
情報共有等）

最優先

現在6月中旬の翌年度向け入力の開始日をで
きるだけ早くし、土地家屋含めて表示・権
利の入力を会計年度任用職員も含めた機動
的な体制で実施し1月中旬までに完了させ
る。

最優先

 11月の段階で8月までの入力作業を終
えている。残り4か月分（9月～12月）に
ついては２月中旬までに入力を終え、確
認作業は２月末までに完了させたい。
 進捗状況は係長が随時確認していく。

進捗
管理
強化

 豪雨災害や交付税検査（２
年毎）による影響もあるが、
固定資産税係の９月の時間外
勤務が平均51時間、１０月が
平均68時間となっている。
 これ以上の時間外勤務を求
めることは避けるべきであ
り、固定資産税調査室を含め
て担当を決めて、業務に優先
順位をつけてスケジュール管
理することが必要と考える。
課長補佐からも協力をもらい
職員が１人で仕事を抱え込ま
ないよう業務量の調整やスケ
ジュール管理を行うこと。
 また、職員のメンタルケア
も徹底すること。

法務局の登記異動情報の電子化に伴い、こ
れまでの紙の登記済通知書が廃止されるこ
とになっている。異動通知の電子化対応、
入力誤り防止、業務量縮減のため、税務シ
ステムとは別の登記課税連携システムを導
入する。

実施を
検討

R8年度当初予算に要求中。 継続

登
記
済
通
知
の
処
理

他の業務の影響で年内に登記済
通知の入力に着手できず、１月
以降の繁忙期に入力処理をして
いるため入力誤りが発生してい
る。
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令和7年度 固定資産税課税誤り再発防止策の実施状況
2025年12月16日

分類 現状・課税誤り事例 再発防止策 優先度 実施状況等 評価
副市長・総務部長による
指示、アドバイス

備 考 委員からの指摘・意見等 市回答

登
記
簿
照
合

所有者や地積等の登記情報につ
いて、課税台帳の情報と相違し
ているものが見つかっている。

法務局の登記異動情報の電子化に伴い、こ
れまでの紙の登記済通知書が廃止されるこ
とになっている。異動通知の電子化に対応
するため、税務システムとは別の登記課税
連携システムの導入を検討しているが、導
入の前作業として登記簿照合が必要とされ
ており導入作業の一環として実施したい。

最優先
 登記簿照合については、委託事業で着
手済みで12月後半に照合結果の納品を受
ける予定。

継続

 照合結果の内容により課税
台帳修正の規模が大きくなる
ことも想定されるため、対応
方針等を報告すること。

処理漏れ（分合筆等表示登記後
の所有権移転・地籍簿との突
合・換地明細との突合等・介在
農地の認定）
入力誤り
地目の認定誤り
画地の認定誤り
住宅用地の特例の認定誤り

日付、担当者を指定して税務システムから
入力チェックリストを出力し、入力担当者に
よるチェックと固定資産税3年(土地・家屋の
登記情報処理経験年数)以上経験者による
チェックを行う。（複数人によるチェッ
ク）
また、入力項目のチェック事項を定めた
チェックリストを作成し精度の高いチェック
を行う。

最優先

 毎月1回チェックリストを抽出してい
る（10月まで抽出済）。
 まだチェックはできていないが、新年
度当初賦課データを確定する3月中旬ま
でに、経験年数3年以上の職員、係長、
課長が確認する。

進捗
管理
強化

 登記済通知の処理の項目で
も指摘したが、チェック作業
が進んでいないのが気にな
る。
 固定資産税調査室を含めて
担当を決めて、スケジュール
管理すること。

土地改良で保留地を使用収益開
始した際の課税漏れが発生し
た。

毎年1月始めに、前年中の使用収益開始の土
地について土地改良事業者全てに文書で照
会する。

最優先 １月に実施予定。 継続

家屋の課税漏れがあった。
広報等での周知、納税通知書に課税明細書
の説明書の同封、実地調査（地方税法第408
条）の際の確認

優先

 広報等での周知、納税通知書に課税明
細書の説明書の同封等に努めているが、
令和7年度以前に建築済みで未調査の家
屋が２件ある。連絡先の把握に努め協力
を得られるよう働きかけていくが、協力
を得られない場合は、建築工事施工者等
から図面等の資料を入手してそれに基づ
き課税することを検討する。

継続

毎年８０㎡以上の家屋の解体について、秋
田県仙北地域振興局に届出されている建設
リサイクル法の情報を利用して、滅失家屋の
把握に努める。

最優先 １月に実施予定。 継続

新増築家屋調査の依頼文書に家屋の滅失届
を同封する。
年２回（７月・11月）広報等で建物滅失届
の提出を周知する。

最優先

 新増築家屋調査の依頼文書に家屋の滅
失届を同封することは継続して実施す
る。
 周知については、広報で9月と12月、
LINEで9月と12月に実施した。

継続

災害で家屋を滅失した場合の把
握漏れ

総合防災課より逐一報告を受けるように連
携し、所有者から減免申請書や建物滅失届
を提出させる。また、建物滅失届に建て替
えの予定を記入させる。

最優先
 総合防災課から随時報告を受けている
が、把握漏れが生じないよう1月に１年
分の対象物件を再確認する。

継続

空き家解体補助金利用者の家屋
滅失把握漏れ

毎年1月始めに、まちづくり課へ前年中の解
体建物について照会する。
また、解体事業者へ建物滅失届の様式を配
付し、仙北市内の建物を解体した際、提出し
ていただくよう周知する。

最優先
 把握漏れがないよう1月始めに、まち
づくり課へ前年中の解体建物について文
書照会する。

継続

土
地

家
屋

滅失家屋の把握漏れがあった。
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令和7年度 固定資産税課税誤り再発防止策の実施状況
2025年12月16日

分類 現状・課税誤り事例 再発防止策 優先度 実施状況等 評価
副市長・総務部長による
指示、アドバイス

備 考 委員からの指摘・意見等 市回答

戸数の認定誤り
評価計算の誤り
新築住宅の減額の適用誤り
居住床面積の認定誤り

家屋評価チェック資料に調査内容を整理し
て、入力担当者によるチェックと固定資産
税３年(家屋評価の経験年数)以上経験者によ
るチェックを行う。（複数人によるチェッ
ク）
また、家屋の評価に係る必須項目を記載の
様式を作成する。この事により家屋調査時
と調査結果のチェックに漏れが生じること
を防止できる。

最優先

 家屋評価入力の進捗状況は全体で20％
程度（角館地区20％ 田沢湖20％ 西木
０％）
 現在、現地調査を進めている状況であ
り、今後評価入力を進めていく。

実施
方法
検討

 業務に対して効率の良い運
用を検討すること。
 また、固定資産税係で知識
が不足する場合は固定資産税
調査室と連携することも検討
すること。

未登記家屋の所有権移転の把握
漏れ

登記済家屋の所有権移転登記があった際
は、所在地番で付属家の有無を検索した結
果の画面を出力し登記済通知書に添付す
る。その際に、付属家があれば付属家も同
様に所有権移転の入力を行う。付属家以外
は届出がない限り処理しない。そのほか、
広報等で未登記家屋名義変更届の提出を周
知する。
死亡届出の際に渡す相続人代表者届の説明
に、相続登記の義務化、相続放棄、未登記
家屋の名義変更届について記載する。
併せて、相続の承認又は放棄をすべき期間
が３か月である旨も説明書きに加える。

優先
 10月の広報で周知した。
 死亡届出の際に渡す「相続人代表者
届」の説明については対応済み。

継続

この部分で土地、家屋の異動判別を行うための撮影である
が、衛星写真と航空写真では解像度が大きく違うものか。

仕様上で航空写真は解像度が20cmでかなり鮮明である。し
かし、衛星写真は解像度が30cmで航空写真と比較した場合
劣っている。そのため、航空写真であれば地目の判読を行
うことも可能だが、衛星写真は家屋の有無なら判別できる
ものの地目認定までは難しい。また、衛星写真は撮影時期
よっては立木や高い家屋の陰でそのエリアの家屋や土地の
判別ができないこともある。

将来的にAIを活用した家屋の異動判別を導入すると仮定し
たした場合、衛星写真を使用するのか。

異動判別が100%可能とは考えていない。だが、家屋の新増
築や滅失の判定をある程度はできると考えている。そのた
め、現行実地調査の補足手段としての活用は有効であると
考えている。
 なお、航空写真を使用しての判読はかなりの高い精度
(70%～80％)である。

近年かなり解像度が良い衛星写真があると聞いているがど
うか。

AIを活用した家屋の異動判別実証実験に参加しており、解
像度が30cmの衛星写真を使用している。また、季節・天
候・撮影時間によって同じ解像度であっても写真の精度が
変わってくる。例えば冬であれば陰が長くなりその箇所に
ある家屋を滅失と誤判読になるといったケースがあるので
まだまだAIを活用した判読の導入は難しいと思われる。

家
屋

実
地
調
査

実地調査の重要な資料としての
空中写真が、平成１８年に航空
写真を撮影した後に令和３年に
衛星写真を撮影するまで１０年
以上撮影されていなかった。

最低５年に1回定期的に撮影する。
将来的には撮影した写真により、家屋の形
状をデータ化し新増築や取り壊し等の異動を
把握するとともに、土地についても造成等
の情報を把握することとしたい。

最優先 R8年度当初予算に要求中。 継続
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令和7年度 固定資産税課税誤り再発防止策の実施状況
2025年12月16日

分類 現状・課税誤り事例 再発防止策 優先度 実施状況等 評価
副市長・総務部長による
指示、アドバイス

備 考 委員からの指摘・意見等 市回答

外観から家屋の用途を判断(店
舗・事務所と判断したが実際は
居住用住宅)したため住宅用地
の認定誤りが発生した。
また、衛星写真と道路からの確
認で地目認定したため、奥の土
地について地目認定誤りが発生
した。

家屋の用途の確認や敷地内の確認が必要な
場合は、居住者またはその家族に聞き取り
を行う。不在の場合は、不在連絡票を置い
て連絡を待つ。

最優先
 実施中で、これまで協力が得られな
かった事例やトラブルになった事例はな
い。

継続

実地調査の技術不足による造成
費認定漏れ・地目認定誤り

固定資産税3年(土地・家屋評価の経験年数)
以上経験者を必ず１人以上含めて２人以上
で調査する。

最優先
 毎週水曜日を定期的な実地調査の日と
し、固定資産税調査室から協力を受け実
施している。

継続

土地、家屋の異動について、職
員が調査して全てを把握するこ
とは困難で非効率である。

広報計画を作成し、定期的に広報やLINE等
の広報媒体に異動について市役所に情報提
供するよう広く周知する。
また、建築事業者や家屋解体事業者等に土
地家屋の異動届出について依頼するととも
に、市長や副市長が出席する事業者との会
合の場において、固定資産税の異動届出に
ついて協力を要請する。

最優先

 広報計画を作成したので計画に基づき
定期的に周知していく。
 建築事業者や解体事業者には土地家屋
の異動届出の提出について９月末に文書
で依頼した。
 市長・副市長からの事業者への依頼に
ついては、来年度始めの総会時等に協力
依頼する。

継続

家屋の新増築・取り壊しの状況
を把握する必要があるととも
に、実地調査と内部事務のバラ
ンスをとって実施していく必要
がある。

毎週、新増築の家屋調査や実地調査の曜日
を決めておく等、定期的な実地調査を定着
させる。

最優先
 毎週水曜日を定期的な実地調査の日と
し、固定資産税調査室から協力を受け実
施している。

継続

税務システムから土地、家屋の全データを
出力して以下のリストを作成し確認する。
 ※ 平成年代以前に建築された家屋には
居住床面積が入力されていないため精度の
高いエラーチェックができない。
【土地】
・同一画地で㎡当たり評点が違う土地

この項目にあるエラーは当初賦課に向けた入力等の際に把
握し解消していれば発生しなかったものか。

当初賦課に向けた評価等の入力時にチェックできていれば
エラーは発生しなかった。

・登記地積と課税地積が違う土地（分割評
価を除く）

現在も項目にあるようなエラーが発生しているか。また、
過年度分についてのエラー解消について実施計画がある
か。

全くないとは言い切れないが、令和６年度以降に関しては
当初賦課の時点でエラーチェックを行い解消をしている。
令和５年度以前分については、エラー件数が相当量あるた
め、影響の大きい案件から解消していく計画を考えてい
る。

・住宅の敷地に住宅用地の特例が適用され
ていない土地
・家屋が建築されていないのに住宅用地の
特例が適用されている土地
・家屋の床面積の１０倍以上の住宅用地の
特例が適用されている土地

・負担水準が著しく低い土地

・正面路線価＜側方路線価、二方路線価

【家屋】
・家屋所在地の土地が存在しない家屋
・前年建築の住宅で新築住宅の減額が適用
されていない家屋
・居住用床面積が0なのに新築住宅の減額が
適用されている家屋
・新築住宅の減額の床面積が120㎡を超える
家屋

実
地
調
査

エ
ラ
ー
チ
ェ
ッ
ク

税務システムのエラーチェック
機能が不足しており、住宅用地
の特例等のチェックができてい

ない。

最優先
 それぞれ、12月中にデータを出力しリ
ストを作成し3月中旬までに係全員で確

認する。
継続
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令和7年度 固定資産税課税誤り再発防止策の実施状況
2025年12月16日

分類 現状・課税誤り事例 再発防止策 優先度 実施状況等 評価
副市長・総務部長による
指示、アドバイス

備 考 委員からの指摘・意見等 市回答

【共通】
・人的非課税以外の所有者が前年中に取得
した資産で非課税が継続されているもの

・前年度と比較して地目面積が変わらない
のに税額が大きく変動している資産
地番図加除修正委託のエラーリストの確認
の際、国土調査未実施地区でエラーの案件
は、随時旧公図等(絵図・マイラー・マップ
ル)で確認し地図修正を行う。

最優先
 令和7年度に新たに発生した32件のエ
ラーについてすべて解消済み。

継続

国土調査及び土地改良実施地区で面的にエ
ラーになっている地区については、事前に
資料を収集し地区・筆数を把握したうえで受
託業者へ地図修正に係る費用について見積
徴取をしてR7年度に予算要求する。

優先

 令和7年度は田沢湖地区の石神地区を
実施。
 令和8年度は田沢湖地区の田沢・刺巻
地区分で予算要求している。

継続

今年度から国土調査実施地区においてド
ローンによる空撮を行うようなので、その
データを取得可能か確認し取得できる場合
はGISへの反映も検討する。

実施を
検討

 データの加工が必要になり費用対効果
の点から実施しないこととしたい。実地
調査等の際に国土調査係に依頼し、写真
データを確認することとする。

GIS

への
反映
は断
念

和紙の旧公図が田沢湖庁舎、田
沢出張所、神代出張所に分散し
て保管されており、迅速な確認
ができない。

旧公図を税務課で一括管理するため、田
沢・神代地区の旧公図を税務課で一括管理
する。

優先

 田沢出張所・神代出張所の職員には説
明済み。
 令和８年2月に上野庁舎への引っ越し
作業があるので、一括して管理できる保
管場所を確保したい。

継続

住民登録者の死亡者把握漏れ
毎年住民基本台帳異動者データを抽出して
チェックする。

最優先  1月に実施予定。 継続

市外居住者の死亡者把握漏れ
市外居住者のマイナンバーを整備し、税務
システムの宛名管理へ入力する。

優先
 令和8年6月から着手し、令和8年度中
に整備する。

継続

相続人代表者指定届出書、固定
資産現所有者申告書の処理漏れ
相続人以外の者の現所有者認定

収受簿による確認と、様式にチェック欄を
追加する。

最優先  修正し庁内にも周知した。 継続

納税者から問い合わせがあった
場合に届出書の確認ができな
い。また、軽自動車税や後期高
齢者医療保険料の担当者も扱っ
ており、問い合わせ対応に苦慮
している。

相続調査内容、相続人代表者指定届出書、
固定資産現所有者申告書をデータ化し死亡
者氏名、届出者氏名、住所等で検索できる
ようにする。また、固定資産税係だけでな
く、他の係でも共有できるようにする。

優先

 届出が提出されたものについて収受簿
に記載しリスト化している。課内回覧し
該当する税目がある場合は担当が処理
し、係長・課長が確認を行っている。
 現所有者認定については相続人調査に
時間を要するものの、判明次第認定して
いる。

継続

戸籍の見方や相続制度の知識が
乏しく、納税義務者認定を誤る
ことがある。

年１回（８月または９月）相続に係る課内
研修を行う。

優先

 今年度、外部から講師、もしくは戸籍
担当を招き研修を実施することを検討し
ていたが、7月に行われた県主催の税務
研修の内容が相続関連の研修であったた
め、それで代替した。

継続

エ
ラ
ー

チ
ェ
ッ
ク

税務システムのエラーチェック
機能が不足しており、住宅用地
の特例等のチェックができてい
ない。

最優先
 それぞれ、12月中にデータを出力しリ
ストを作成し3月中旬までに係全員で確
認する。

継続

地
番
図
（
G
I
S

)

・
公
図

地番図の更新漏れ（分合筆、国
土調査、土地改良等）
地番図が不正確
路線価図の修正漏れ(反映の迅
速化)
エラーリストの処理漏れ

現
所
有
者
認
定
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令和7年度 固定資産税課税誤り再発防止策の実施状況
2025年12月16日

分類 現状・課税誤り事例 再発防止策 優先度 実施状況等 評価
副市長・総務部長による
指示、アドバイス

備 考 委員からの指摘・意見等 市回答

宗教法人（有料貸付を除く）
実地調査で宗教法人の本来の用に供してい
ないと認められる資産について、文書で照
会する。（地方税法第353条）

優先
 今後の実地調査の一環として計画す
る。

継続

人的非課税団体の公用利用（有
料貸付を除く）
農協の事務所・倉庫
土地改良区の事務所・倉庫、用
排水施設等

地方税法第348条第2、4，5，6，7，8，9項
に規定する用途に使用されている資産につ
いて、実地調査で借地と認められる場合は
有料かどうかを文書で確認する。

優先
 今後の実地調査の一環として計画す
る。

継続

人的非課税団体から取得した土
地家屋で未登記の場合の課税漏
れ

対象が少ないことから、毎年12月末にまず
は仙北市役所内の各部署に文書で照会する
（地方税法第353条）。

優先  1２月下旬に実施する。 継続

非課税の資産について管理でき
ていない。

人的非課税以外の非課税団体・利用用途の
リストを作成する。更新は定期実地調査
時。

実施を
検討

 未着手（優先度は低い）

他の
懸案
事項
の整
理後
に計
画

課
税

明
細
書

毎年、納税通知書に同封してい
るが、課税誤りについて納税者
が気づいていなかった。

課税明細書の詳しい説明書を納税通知書に
同封する。

優先
実施済み。
内容については毎年見直していく。

完了

各
種

届
出
書

処理漏れ
家屋滅失届（住宅）の処理で住
宅用地の特例の解除漏れ
家屋滅失届（住宅）の処理で建
て替え特例の適用漏れ
家屋滅失届の処理で地目の変更
漏れ

入力担当者によるチェックと固定資産税3年
(土地・家屋の評価、賦課。登記情報入力処
理経験年数)以上の経験者によるチェックを
行う。（複数人によるチェック）
各種様式の改善を行い確実なチェックに結
び付けられる様式へ変更する。

最優先

 入力担当者によるチェックと課長、係
長による複数人のチェックを行ってい
る。
 各種様式の改善も随時行っている。

継続

管財課国土調査係と情報共有が
必要

国土調査係と連携をとりやすくするため税
務課と同じフロアに国土調査係を配置す
る。

実施を
検討

上野庁舎への移転の際に検討したが実現
していない。（優先度は低い）

継続

税務システムの詳細な操作方法
がわからない。

税務課職員のみならず基幹システムの操作
方法について詳しくリモートで対応してもら
えるように受託業者に要望する。併せて、
情報センターへ保守の仕様書の確認を行
う。

実施を
検討

 総合情報センターに現在の委託仕様を
確認した結果、市民センター、出張所の
職員が直接基幹システム運用の受託業者
に問い合わせすることが可能であった。

完了

現
所
有
者
認
定

登記簿上の所有者が死亡して相
続人がいない場合、登記簿上の
所有者である法人が解散して承
継する者がいない場合は、納税
義務者を認定することができな
いため課税を保留しているが、
過去に課税保留した資産で実際
には相続人が存在している場合
や資産の使用者が存在している
ことがある。

課税保留要件のチェック方法を見直すとと
もに、現在課税保留としている資産につい
て全て実地調査を行う必要あり。

最優先

 死亡・解散した時点で適宜調査し、課
税保留している。
 過去の分（H30から実施）について
は、改めて相続人調査を実施し課税保留
が正しく行われているか確認を進めてい
る状況。

継続

非
課
税
認
定

そ
の
他
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令和7年度 固定資産税課税誤り再発防止策の実施状況
2025年12月16日

分類 現状・課税誤り事例 再発防止策 優先度 実施状況等 評価
副市長・総務部長による
指示、アドバイス

備 考 委員からの指摘・意見等 市回答

再発防止策の実施状況について、毎年1回固
定資産税等調査委員会（来年度以降も継続
して設置）に報告する。なお、再発防止策
のほとんどが実施され大規模な固定資産税
の課税誤りが発生する可能性が低くなった
と委員会が認めた際には、継続的な実施を
再検討する。

最優先 １２月１６日開催。 継続

固定資産税等調査委員会の開催後に再発防
止策の実施状況についてホームページに掲
載する。

実施を
検討

１月以降に実施予定。 継続

再発防止策の実施状況について、毎年１回
監査委員に報告する。

優先 １月以降に実施予定。 継続

※ 網掛け部分は完了や実現を見送った項目で、課税誤りの再発防止策としては対応済として整理した項目

実
施
体
制

再発防止策について、計画的に
実施していく体制が必要であ
る。

実施状況について税務課長が毎月確認し課
題がある場合には解決に向けてアドバイス
するとともに関係機関との調整等を行う。
実施が困難な場合や別の解決方法がある場
合は再発防止策の見直しを行い固定資産税
等調査委員会に報告する。
また、実施状況を毎年2回以上副市長、総務
部長に報告し必要な指示やアドバイスを受
ける。

最優先

 再発防止策にあげられている事項の進
み具合（全体をみた場合）について、通
常業務のほか、豪雨災害対応や交付税検
査等の業務もあり、順調に進んでいると
はいえない。

進捗
管理
強化

 進捗管理は事務処理の基本
であり、定期的に実施するこ
とで各職員がおかれている状
況を把握することや、業務を
期限まで実施する必要性を伝
えることもでき、情報共有が
進むと考える。
 週に２～３回のミーティン
グで進捗状況を確認してほし
い。
 また、12月から当分の間、
毎月再発防止策の実施状況を
税務課長が事務局（固定資産
税調査室）に報告し、事務局
が必要に応じて、副市長、部
長に報告する運用に変更す
る。

今回作成する再発防止策の実施
状況について、仙北市役所が継
続して実施していくことを外部
機関が確認する仕組みが必要で
ある。
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